
Aの専⾨技術者に
関する書⾯

Aの技術者の雇⽤
関係を証する書⾯

Aの技術者の資格を
証する書⾯

契約書の写し
(⇔⼀次下請D)

施⼯体制台帳記載の下請負⼈の範囲は
施⼯体制台帳等に記載すべき下請負⼈の範囲は、「建設⼯事の請負」契約における全ての下請

負⼈（無許可業者を含む。）を指しますので、⼀次下請だけでなく⼆次下請、三次下請等も記載
の対象になります。

⼀次下請 Ｂ

⼀次下請 Ｄ

資材業者

⼀次下請 Ｃ

元請業者 Ａ

施⼯体制台帳の作成範囲

警備業者

⼆次下請 Ｅ

⼆次下請 Ｆ

⼆次下請 Ｇ

運搬業者

資材業者

三次下請 Ｈ

作 成 対 象 範 囲

下請業者に対し、施⼯体制台帳作成対象⼯事
である旨を通知するとともに、元請業者に対
し、再下請負通知書を提出

施⼯体制台帳作成対象⼯事である旨の通知及
び再下請負通知書の提出義務なし
（再下請負していないため）

※建設⼯事の請負契約に該当しない資材納⼊や調査業務、運搬業務などにかかる下請負⼈等については、建設業法
上は記載の必要はありませんが、仕様書等により発注者が記載を求めているときには記載が必要となる場合もあ
ります。

施⼯体制台帳の構成

契約書の写し
(⇔⼀次下請C)

契約書の写し
(⇔⼀次下請B)

契約書の写し
（⇔発注者）

施⼯体制台帳

⼀次下請
B,C,Dに

関する事項

元請A作成分 ⼀次下請B関係

契約書の写し
(⇔⼆次下請E)

再下請負通知書

⼆次下請Eに
関する事項

契約書の写し
(⇔三次下請H)

再下請負通知書

三次下請Hに
関する事項

契約書の写し
(⇔⼆次下請F)

再下請負通知書

⼆次下請Fに
関する事項

⼀次下請B作成分 ⼆次下請E作成分

⼀次下請B作成分

⼀次下請C関係

契約書の写し
(⇔⼆次下請G)

再下請負通知書

⼆次下請Gに
関する事項

⼀次下請C作成分

①元請業者と⼀次下請業者の記載事項と添付書類 ＋ ②再下請負通知の記載事項と添付書類 ＝ 施⼯体制台帳

問 １8
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